
本協議会の目的

＜社会の変化に対応する必要性＞

○子どもをめぐる社会状況

質の高い就学前教育の提供や、保育の質・量の確保が求められている

資料１

少子化、女性の就業率の上昇、
保護者ニーズの変化

幼児教育・保育
無償化

子ども子育て
支援新制度

すべての子ども・子育
て家庭を対象に、幼児
教育・保育、地域の子
育て支援の質・量の拡
充を図ることが目的。

三法令同時改訂
（幼稚園教育要領、保育所保育指針、
幼保連携型認定こども園教育・保育要領）

生涯にわたる人格形成の
基礎を培う幼児教育の重
要性、幼児教育の負担軽
減を図る少子化対策の観
点から取り組まれる。

幼稚園、保育所、幼保連携型認定こども園が幼児教育施設として位置付けされる。
子どもたちがどの幼児教育施設に通っていても、同質の幼児教育・保育が受けら
れるように保障することが求められる。



「幼児期において育みたい資質・能力」を伸長する「質の高い就
学前教育」をすべての幼児教育施設において保障することが、
将来の別府市を支える子どもの育成『人づくり』につながる。

○別府市第４次別府市総合計画（R2～R9）・・・別府市が目指す大きな方向

・「地域を磨き、別府の誇りを創生する」

・将来にわたり「市民の幸福」が持続可能なまちの実現をめざす。

・グローバル化や超スマート社会の到来に際し、子ども達が豊かな人生を生き抜

くために必要な力を身に付け、活躍することができるよう、教育はその果たすべ

き役割が期待されている。

本協議会の目的

＜別府市総合計画との関連＞

＝就学前教育では、 「豊かな人生を生き抜くために必要な力」とは生きる力の基礎
を培う「幼児期において育みたい資質・能力」と言える。
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本協議会の目的

本協議会では以下の内容について、協議していただく。
（設置要綱 第２条）

（１）質の高い就学前教育等の充実に関すること

（２）別府市立幼稚園等の今後の方向性に関すること

・幼児教育施設同士の連携（幼保の役割、公と民の役割 ）

・適正規模の園児集団

・保育者の人数 ・施設、設備など教育環境 ・保育年限

・保育者の専門性（子どもへの関わり方、特別支援教育 など）

・子育て支援（預かり保育 など） ・小学校への接続

など
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検討期間と今後のスケジュール

〇委員の任期（検討期間）

教育長に協議会の協議
内容を報告する日までを
期間とします。
（設置要綱 第４条）
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月

10

11

12

1

2

3

令和２年度

内　　　容

○第1回協議会
　　・本協議会の目的
　　・別府市の就学前教育の現状

○第2回協議会
　　・市立幼稚園の今後の方向性に関すること

○第3回協議会
　　・質の高い就学前教育の推進に関すること

月

4

5

6

令和３年度

内　　　容

○第4回協議会
　　・報告書提案、修正

○第5回協議会
　　・報告書確定
○教育長へ報告

〇協議会スケジュール（案）
（設置要綱 第４条）


